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１ 計画策定の経過 

年  月  日 内       容 

 

令和４年11月1日～30日 

 

令和４年10月1日～ 

令和５年１月31日 

 

令和４年12月19日～ 

令和５年2月28日 

 

令和５年５月26日 

 

 

 

 

令和５年７月26日 

 

 

 

 

令和５年10月３日 

 

 

 

 

令和５年11月24日 

 

 

 

令和５年12月15日～ 

令和６年１月15日 

 

令和６年２月６日 

 

 

 

 

令和６年２月14日 

 

 

高齢者等実態調査 ※概要は17頁を参照 

 

在宅介護実態調査 ※概要は17頁を参照 

 

 

介護人材実態調査 

 

 

第１回岐阜市高齢者福祉計画推進委員会 

 ・諮問 

 ・第9期岐阜市高齢者福祉計画策定について 

 ・今後のスケジュールについて 

 

第２回岐阜市高齢者福祉計画推進委員会 

 ・介護保険サービスの現状等について 

 ・介護人材の確保と育成について 

 ・施設整備に関する意向について 

 

第３回岐阜市高齢者福祉計画推進委員会 

 ・生きがいづくり・健康づくりについて 

 ・安心して住み慣れた地域で暮らせる体制づくりについて 

 ・適切な介護サービス等が受けられる環境づくりについて 

 

第４回岐阜市高齢者福祉計画推進委員会 

 ・適切な介護サービス等が受けられる環境づくりについて 

 ・第９期岐阜市高齢者福祉計画（素案）について 

 

パブリックコメント手続の実施 → ４通（８件） 

 

 

第５回岐阜市高齢者福祉計画推進委員会 

 ・第９期岐阜市高齢者福祉計画（案）に対するパブリックコメ

ント等について 

 ・介護保険料（案）について 

 

岐阜市高齢者福祉計画推進委員会委員長より答申 
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２ 岐阜市高齢者福祉計画推進委員会 

○岐阜市附属機関設置条例（抄） 

平成25年３月27  

条例第７号  

（趣旨） 

第１条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関に

ついては、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによ

る。 

（附属機関の設置及び担任事務） 

第２条 別表左欄に掲げる執行機関に属する附属機関を同表中欄のとおり設置し、その

担任する事務は、同表右欄に定めるとおりとする。 

（委任） 

第３条 この条例に定めるもののほか、前条に規定する附属機関の組織及び運営に関し

必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則(令和3年条例第5号) 

この条例は、令和3年4月1日から施行する。  

別表（第２条関係） 

附属機関の

属する執行

機関 

附属機関 担任事務 

市長 岐阜市高齢者福

祉計画推進委員 

老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の

8の規定による老人福祉計画及び介護保険法（平

成9年法律第123号）第117条の規定による介護

保険事業計画の策定及び進行管理に関する事項に

ついての調査及び審議 

 

 

○岐阜市高齢者福祉計画推進委員会規則 

平成25年３月27日  

規則第31号  

改正 平成27年３月31日  

規則第10号  

令和４年３月30日  

規則第13号  

（設置） 

第１条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例（平成25年岐阜市条例第７号）第３条

の規定に基づき、岐阜市高齢者福祉計画推進委員会（以下「委員会」という。）の組

織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
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（組織） 

第２条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 保健、医療又は福祉関係者 

(3) 地域住民の代表者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

（任期） 

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

４ 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聴くことができる。 

５ 委員長は、前各項の規定にかかわらず、緊急を要する事案で会議を招集するいとま

がないと認めるときは、書面の方法により会議を開き、その結果をもって会議の議決

に代えることができる。 

（守秘義務） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉部福祉政策課及び介護保険課並びに福祉事務所高齢福祉

課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定

める。 

附 則  

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第３条第１項の規定に

かかわらず、平成26年３月31日までとする。 
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附 則（平成27年規則第10号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年規則第13号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

○岐阜市高齢者福祉計画推進委員会 

【委員任期】令和５年４月１日～令和８年３月31日 

【委 員 数】15人                 （◎：委員長 ○：副委員長） 

氏  名 所属団体 

安達 智紀 岐阜市介護支援専門員連絡協議会 

石原 徹也 社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会 

○石山 俊次 岐阜県国民健康保険団体連合会 

今井 優利 公益社団法人 岐阜県理学療法士会 

大羽 正美 一般社団法人 岐阜県訪問看護ステーション連絡協議会 

加藤  剛 特定非営利活動法人 岐阜県グループホーム協議会 

川田 博子 岐阜市民生委員・児童委員協議会 

北野由紀子 公募委員 

◎柴田 純一 学識経験者 

鷲見  譲 岐阜県老人福祉施設協議会 

棚橋 靖夫 岐阜市老人クラブ連合会 

中谷  圭 一般社団法人 岐阜市医師会 

西脇 嘉之 公募委員 

平工 佐富 岐阜市自治会連絡協議会 

安江 紀裕 岐阜県老人保健施設協会 

※五十音順、敬称略 

 

 

  



第６章 資  料 

136 

 

 

３ 用語解説 

 あ行  

ＩＣＴ（情報通信技術）（P99） 

インターネットをはじめとした通信技術を用いて円滑なコミュニケーション

をはかろうとするサービスや技術のことをいう。 

安否確認サービス事業（P83、84） 

在宅の障がいのある人、ひとり暮らし高齢者、要介護高齢者などの安否を確

認するサービス。岐阜市においては、これらの対象となる人の自宅に、感知セ

ンサーを設置している。 

一般介護予防事業（P58、61、118、127） 

地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業のうち、高齢者を対象に、

生活機能の維持・向上に向けた取り組みを行う介護予防事業。この計画におい

ては、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業

などとしている。 

一般高齢者（P17、18 ほか） 

要介護・要支援と認定されていない 65 歳以上の人のこと。 

運動器（P59） 

身体活動を担う筋、骨格、神経系の総称。 

運動器機能向上事業（P59） 

運動器の機能が低下している人に対して、運動器の機能低下の予防・向上や

転倒骨折の防止を図るため、運動教室を実施する事業。期間は、おおむね 3 か

月で全 12 回の短期集中で行われる。この計画においては、介護予防・日常生

活支援総合事業の通所サービス C（短期集中予防型）に位置づけている。 

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）（P107） 

もしものときのために、自分が望む医療やケアについて前もって考え、家族

や医療・介護関係者と繰り返し話し合い共有する取り組みのこと。「人生会議」

という愛称でも呼ばれる。 

栄養改善（P58、59） 

低栄養の高齢者に対し、栄養士などが食事相談や指導を積極的に行うことによ

って、低栄養の改善、身体機能・生活機能の向上を図るものをいう。 
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ＮＰＯ（特定非営利活動法人）（P59） 

特定の非営利活動を行うことを目的として、特定非営利活動促進法の定める

ところにより設立された法人。法人格を取得できる団体は、営利を目的としな

いものであること、特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること、など

の要件を満たすことが必要である。 

オーラルフレイル（P59、70） 

口腔機能の軽微な低下や食の偏りなどを含む、身体の衰えの一つで、健康と

機能障害との中間にあり、早めに気づき適切な対応をすることでより健康に近

づく状態のこと。 
 
 

 か行  

介護保険事業計画（P4） 

介護保険法に基づき、保険者である市町村が、厚生労働大臣の定める「介護

保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（参酌標

準）に即して、３年ごとに定める介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に

関する計画。①各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込

みおよびその見込み量の確保のための方策、②各年度における地域支援事業に

要する費用の額ならびに地域支援事業の量の見込みおよび見込み量の確保のた

めの方策等、③介護サービス・介護予防サービス・地域支援事業の円滑な提供

を図るための事項、④その他介護保険事業の円滑な実施に必要な事業、を定め

る。その基本的な性格は、サービス基盤整備の行動計画であるとともに、サー

ビス給付と保険料負担のバランスを決めるものとなる。計画は、要支援・要介

護認定者などの実情を勘案して作成するとともに、老人福祉計画と一体のもの

として作成されなければならない。 

介護予防・日常生活支援総合事業（P58、60 ほか） 

市町村が中心となり、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多

様なサービスを充実することで、地域で支え合う体制づくりを推進し、要支援

者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることをめざす事業のこと。 

介護離職ゼロ（P104） 

現在、国の構造的な問題である少子高齢化に真正面から挑み、「希望を生み出

す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、「安心につながる社会保障」の「新・三

本の矢」の実現を目的とする「一億総活躍社会」に向けた取り組みが進められ

ており、このうち、「安心につながる社会保障」に関連する取り組みの一環とし

て、2020 年代初頭までに家族の介護を理由とした離職の防止等を図るべく掲

げられた目標をいう。 
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基本チェックリスト（P59） 

65 歳以上で要支援・要介護認定を受けていない人が自分の生活や健康状態

を振り返り、心身の機能で衰えているところがないかどうかをチェックするも

の。25 項目の簡単な質問に答えることで、生活機能や認知機能の低下を早期に

発見することができる。 

居宅サービス（P29、30 ほか） 

居宅要介護認定者が利用可能な、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リ

ハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短

期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与

および特定福祉用具販売の 12 種類のサービスをいう（要支援認定者に対する

給付にはサービス名の前にそれぞれ「介護予防」が付される）。また、居宅サー

ビスを行う事業を「居宅サービス事業」という。 

緊急通報体制支援事業（P83、84） 

ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯などで突発的に生命に危険な症状を

発生する持病があるなど必要と認められる人を対象に、緊急通報用装置を無料

で設置している。対象者の身体に異変が生じたとき、ペンダントあるいは通報

装置本体の緊急ボタンを押すと、受信センターにつながり、必要に応じ救急車

又は協力員がかけつけます。 

ケアプラン（居宅サービス計画）（P38、101 ほか） 

要介護認定者やその家族の希望をとり入れて作成される利用者のニーズと生

活上の課題解決のための具体的な介護サービス計画。介護保険は、本人のニー

ズに適応したサービスを効率的かつ計画的に提供する観点から、介護サービス

計画を作成して、サービスを受給することを給付の基本としている。在宅では

「居宅サービス計画」を、施設では「施設サービス計画」を作成し、それに基づ

いて介護サービスが提供される。在宅では居宅介護支援事業者に作成を依頼す

るほか、本人が自ら作成することもできる。介護サービス計画は、要介護認定

者の状態変化に伴って随時変更される。要支援認定者には、介護予防サービス

計画が作成される。 

ケアマネジャー（介護支援専門員）（P17、38 ほか） 

要介護認定者からの相談を受け、ケアプラン（居宅サービス計画）を作成し、

市町村、居宅サービス事業者および介護保険施設などと連絡調整を行う専門的

知識と技術を有する人。都道府県知事の行う介護支援専門員実務研修受講試験

に合格し、かつ、介護支援専門員実務研修を修了したもの者がその資格を有す

る。 
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軽費老人ホーム（P77、78） 

老人福祉法に規定する老人福祉施設の一つ。低額な料金で高齢者が利用でき、

給食その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする入所施設で、利

用の方法は利用者と施設設置者との契約による。Ａ型、Ｂ型およびケアハウス

の３種があり、現在は主にケアハウスのことを指す。ケアハウスはひとり暮ら

しや夫婦のみの高齢者が自立した生活を維持できるよう工夫された施設であり、

利用者は、60 歳以上の人または夫婦のどちらかが 60 歳以上の人であって、入

居時に自炊ができない程度の身体機能の低下などが認められ、または高齢など

のため独立して生活するには不安が認められる人であって、家族による援助を

受けることが困難な人である。 

健康寿命（P50、63 ほか） 

日常生活に介護などを必要とせず、心身とも自立した活動的な状態で生活で

きる期間をいう。 

権利擁護（P77、88） 

自らの意思を表示することが困難な障がいのある人や認知症高齢者などに代

わって、援助者などが代理としてその権利やニーズの獲得を行うことをいう。 

口腔機能向上事業（おいしく食べよう教室）（P59） 

歯科医師及び歯科衛生士が口腔の健康を保つポイントを指導する事業。この

計画において、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス（第１号通

所事業）に位置づけている。 

口腔機能の向上（P59） 

効果的な歯磨きや口腔機能向上のための体操などにより、日常生活動作の改

善、栄養改善、コミュニケーション機能の向上を図るものをいう。 

後見人（P89） 

法律上、親権者のない未成年者や成年被後見人の財産管理や身上監護などを

行う人。 

高齢化率（P2、3 ほか） 

高齢者人口（65 歳以上人口）が総人口に占める割合をいう。 

高齢者（P2、3 ほか） 

総務省統計局では 65 歳以上の人をいい、65～74 歳を前期高齢者、75 歳

以上を後期高齢者としている。 
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高齢者おでかけバスカード（P52、53） 

岐阜市では、高齢者の外出のきっかけづくりとして、70 歳以上の人に岐阜乗

合自動車株式会社が運行する路線（高速バス等一部路線を除く。）及び市内のコ

ミュニティバスに 2 割引で乗車できる高齢者おでかけバスカード（ＩＣカード）

を交付している。高齢者おでかけバスカードには、額面 3,000 円と終日２割引

で乗車できる特典がついている。 

高齢者世話付住宅（P78） 

高齢者（60 歳以上）が地域の中で自立して安全かつ快適な生活を営むことが

できるよう設備、運営面で配慮された公的賃貸住宅（公営住宅等）をいう。運営

面の配慮として、生活援助員（ライフサポートアドバイザー）が、生活指導・相

談、安否の確認、緊急時の対応、一時的家事援助などを行うこととしている。シ

ルバーハウジングともいい、岐阜市にはふれあいハウス白山がある。 

高齢者見守りネットワーク事業（P83） 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるように、協力

事業所などで見守りネットワークをつくり、事業活動の中でのさりげない見守

り・声かけにより気づいた高齢者の異変を高齢福祉課または地域包括支援セン

ターに連絡して、状況の確認と支援につなげる岐阜市の事業をいう。 

国勢調査（P8、11 ほか） 

日本に居住するすべての人と世帯を対象にした、年齢・世帯・就業・住宅など

人口の基礎的属性を知るための調査。1920（大正 9）年に第一回調査を行い、

1945 年（昭和 20）を除いて五年ごとに実施されてきた。 
 
 

 さ行  

在宅医療（P46、47 ほか） 

病院や自治体と連携しながら自宅での治療を目的にした医療体系。病院等か

ら医師や看護師が定期的に訪れたり、情報機器を用いて容体を捉え、適切な治

療にあたる。 

在宅医療・介護連携（P106、108 ほか） 

高齢者の増加により、医療や介護サービスの需要が益々増えていくことが見込

まれており、高齢者が住み慣れた場所で生活していくためには、急性期の医療か

ら在宅医療・介護までの一連のサービスが心身の状態にあわせて適切に確保され、

さらに、緊急時の医療機関の受け入れや、入院から在宅へ円滑に移ることができ

る体制整備が求められている。このため、医療関係者や介護関係者、地域での支

援者などが互いの情報を交換するなどの連携を推進していくのはもとより、生活

支援や疾病予防・介護予防などとも連携し、医療が必要になったとしてもできる

だけ在宅で暮らすことができる環境整備を進めていくことをいう。 
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在宅医療・介護連携サポートセンター（P109） 

岐阜市医師会内に設置され、地域の在宅医療と介護関係者や地域包括支援セ

ンターから、在宅医療・介護連携に関する相談等を受け付け、情報提供等によ

りその対応を支援している。 

在宅歯科医療・地域連携支援センター（P109） 

岐阜市歯科医師会内に設置され、地域の在宅歯科医療と介護関係者や地域包

括支援センター、市民から、在宅歯科医療・介護連携に関する相談等を受け付

け、情報提供等によりその対応を支援している。 

支え合い活動実践者養成事業（P64） 

岐阜市では、高齢者の個別の生活ニーズに応えるため、住民参加サービスな

どの担い手である支え合い活動実践者を養成している。 

事業対象者（P17、18 ほか） 

基本チェックリストにより、生活機能の低下がみられた人をいう。 

社会福祉士（P89） 

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格。登録を受け、社会福祉士の

名称を用いて、専門的知識および技術をもって身体的、精神的な障がいや環境

上の理由で日常生活に支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導そ

の他の援助を行うことを業とする人をいう。資格取得のためには、社会福祉士

国家試験に合格する必要がある。 

住宅改修費（P101） 

介護保険においては、在宅での自立支援を積極的に支援するために、居宅要支

援・要介護認定者が現に居住する住宅でその心身と住宅の状況を考慮し必要な場

合、一般的にはその工事費の７～９割が支給される。住宅改修の種類は、手すり

の取付け、床段差の解消、滑り防止等のための床材の変更、引き戸等への扉の取

替え、洋式便器等への便器の取替えなど、小規模な改修であり、その支給限度額

は 20 万円（自己負担分を含む）となっている。 

生涯学習（P52、54） 

学習者の自由な意志に基づいて、それぞれにあった方法で生涯にわたって学

習していくこと。 

処遇改善加算（P99） 

区分ごとに設定された要件を満たした介護事業所で働く介護職員の賃金改善

を行うための加算をいう。 
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自立支援（P62、95 ほか） 

高齢者施策等で用いられる自立支援とは、介護が必要な人であっても、自ら

の意志によって、自らの人生を選択・決定し、社会の一員として主体的に生き

ていくための支援をいう。従来使用されていた「福祉」という用語は、公的機関

が生活に困っている人に対し「与える」というニュアンスが感じられたが、「自

立支援」は当事者の意志を尊重し、その自立を支援するという前向きな考え方

といえる。 

シルバーカード（P53） 

岐阜市が 70 歳以上の高齢者に交付しているカード。カードを提示すること

により、市内の文化施設に無料または割引料金で入場できる。 

シルバー人材センター（P57） 

豊富な経験やすぐれた能力を持つ高齢者で組織され、補助的・短期的な仕事

を通して社会に貢献することで生きがいを得るとともに、地域社会の活性化に

貢献することを目的とする団体。 

シルバーハウジング（P78） 

「高齢者世話付住宅」参照。 

生活支援コーディネーター（支え合いの仕組みづくり推進員）（P63、64） 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的

として、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向け

たコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構築の機能）を果たすな

ど、行政・地域包括支援センター・コミュニティソーシャルワーカー（CSW）・

社会福祉協議会等と連携・協働しながら活動を行う人のことをいう。 

生活習慣病（P65） 

食事・運動・休養・喫煙・飲酒などの生活習慣が、その発症や進行に関与する

病気のこと。1996 年頃から使われるようになった用語で、以前は成人病と言

われた、脳卒中、がん、心臓病を、生活習慣という要素に着目して捉え直した用

語と位置づけられる。 

成年後見制度利用支援事業（P118） 

判断能力の不十分な知的障がい者、精神障がい者、認知症高齢者などのため

に、家庭裁判所に成年後見制度の後見などの審判を申し立て、財産管理や身上

保護ができるよう支援するとともに、必要に応じて審判請求の費用や、後見人

などの報酬の一部を助成する事業。平成 18 年度から地域支援事業の任意事業

として実施している。 
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セルフネグレクト（P95、96） 

成人が通常の生活を維持するために必要な行為を行う意欲・能力を喪失し、

自己の健康・安全を損なうこと。必要な食事をとらず、医療を拒否し、不衛生な

環境で生活を続け、家族や周囲から孤立し、孤独死に至る場合がある。 

措置（P79、83 ほか） 

社会福祉事業においては福祉の措置制度のことをいう。具体的には、措置権

者（行政）が公的責任のもとで、福祉ニーズの判定、サービス提供、費用負担を

行って、限られた社会資源を福祉サービスの利用者に配給する行為（行政処分）

をいう。介護保険制度における要支援・要介護認定者に対するサービスは、原

則としてサービス利用者とサービス事業者の利用契約に基づき提供される。 

 
 

 た行  

ターミナルケア（P103） 

終末期医療。死期が近づいた回復の見込みがない人に対し、延命治療中心で

なく、残された人生をその人らしく生き、その人らしい最期が迎えられるよう

支援することを指す。ターミナルケアは、痛みを緩和するケアなど医療的な援

助を指すのに対し、看取りは、食事や排せつの介助など日常生活への介護的な

援助を指している。 

ダブルケア（P104） 

子育てと親や親族の介護が同時期に発生する状態。 

団塊ジュニア世代（P6、98） 

年間の出生数が 200 万人を超えた、1971（昭和 46）年から 1974 年（昭

和 49）年の第二次ベビーブーム、その前後に生まれた世代を指す言葉。 

団塊の世代（P2、3 ほか） 

戦後復興期の 1947（昭和 22）年から 1949（昭和 24）年の第一次ベビ

ーブーム、その前後に生まれた世代を指す言葉。 

地域医療構想（P103、116） 

平成 26 年「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律」の制定により、都道府県が策定することを義務

化された、団塊の世代がすべて 75 歳以上となる 2025 年に向け、病床の機能

分化・連携を進めるために、医療機能ごとに医療需要と病床の必要量を推計し

定めるもの。岐阜県においては、平成 28 年 7 月に策定された。 
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地域介護予防活動支援事業（P58、61） 

年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも参加でき

る介護予防の地域展開をめざし、介護予防に関わるボランティアなどの人材や

地域活動組織の育成・支援を行う事業として、介護予防･日常生活支援総合事業

の一般介護予防事業に位置づけられている事業。 

地域共生社会（P2、44 ほか） 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地

域住民や地域の多様な主体が、『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世

代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしといき

がい、地域をともに創っていく社会。 

地域ケア会議（P95、96 ほか） 

高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に

進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法。具体的には、地域包

括支援センターなどが主催し、医療、介護などの多職種が協働して高齢者の個

別課題の解決を図るとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジ

メントの実践力を高めることや個別ケースの課題分析などを積み重ねることに

より、地域に共通した課題を明確化すること、共有された地域課題の解決に必

要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形

成につなげる。 

地域支援事業（P118） 

高齢者が要介護状態などになることを予防するとともに、要介護状態になっ

た場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことが

できるよう支援する事業で、介護予防･日常生活支援総合事業、包括的支援事業、

任意事業の 3 つの事業がある。 

地域福祉（P4） 

それぞれの地域において、人々が安心して暮らせるよう地域住民や公私の社

会福祉関係者等がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え

方。 

地域包括ケアシステム（P2、44 ほか） 

平成 23 年６月に公布された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法

等の一部を改正する法律」の主眼とするもので、高齢者が住み慣れた地域で自

立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ

目なく提供されることをいう。 
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地域包括支援センター（P17、28 ほか） 

地域包括支援センターは、保健師または経験のある看護師、主任ケアマネジ

ャーおよび社会福祉士を置き、介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権

利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメントなどの業務を行う介護保険法に

規定された機関である。地域包括支援センターは、日常生活圏域を踏まえて設

置され、市町村または市町村に委託された法人が運営する。岐阜市では、平成

18 年度に 13 の日常生活圏域にあわせて 13 か所に設置したが、高齢者人口

の増加などにあわせて、平成 25 年度からは 18 か所、平成 30 年度からは 19

か所に設置している。 

地域密着型サービス（P126） 

住み慣れた地域で生活が続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制

で提供されるサービス。地域密着型サービスの指定および介護報酬の決定は、

保険者である市町村が行う。原則として、施設所在の市町村の被保険者のみが

サービスを利用できる。介護保険法に定める「地域密着型サービス」は、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知

症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地

域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護および看護小規模多機能型居宅介護をいう。 

超高齢社会（P6、94 ほか） 

高齢化が非常に進んだ社会をさす。一般的には高齢化率 21％以上の場合に

用いられる。 

特定処遇改善加算（P99） 

処遇改善加算に加え、キャリア（経験・技能）のある介護職員に対し、更なる

賃金改善を行うための加算をいう。 

 
 

 な行  

日常生活圏域（P48、63 ほか） 

「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に

おいては、「市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付

等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案し

て日常生活圏域を定める必要がある」とされている。岐阜市では、地域交流の拠点

として、複数の小学校区を範囲として、市内に 8 つのコミュニティセンターを配置

している。また、日常生活圏域を設定するうえでの基本的な単位と考え、コミュニ

ティセンターが配置されていない市内中心部を 1 つの地区「中央」として、市内を

9 つに区割りする。ただし、範囲となる小学校区が多い中央、西部、北部、市橋につ

いては、人口配分に考慮して 3～5 の小学校区で分割し、合計 13 の日常生活圏域

として設定した。令和 6 年度からは、地域の実情に合わせて 19 の日常生活圏域

として設定している。 
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任意事業（P118） 

地域の実情に応じ、市町村独自の発想や創意工夫した形態で実施される事業

をいう。地域支援事業として定められている任意事業は、介護給付等費用適正

化事業、家族介護支援事業などがある。 

認知症（P2、25 ほか） 

脳の器質的障害により、いったん獲得された知能が持続的に低下すること。

認知症には、脳梗塞、脳出血などによる脳血管障害の結果生ずる脳血管性認知

症およびアルツハイマー病、原因不明の脳の変性により脳の萎縮が認められる

老年認知症などがあるが、未解明の事項も多い。 

認知症カフェ（P74、75） 

認知症の人や家族、支援をする人達等が参加して話し合い、情報交換等を行

う場。 

認知症ケアパス（P74、76） 

認知症の人が認知症を発症したときから、生活機能障害が進行していく中で、

その進行状況にあわせていつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受け

ればよいのかをあらかじめ標準的に決めておくもの。標準的な認知症ケアパス

の作成に当たっては、「認知症の人は施設に入所するか精神科病院に入院する」

という従来の考えを改め、「施設への入所や精神科病院への入院を前提とせず、

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環

境で暮らし続ける」という考え方を基本とする。岐阜市では、オレンジガイド

を作成している。 

認知症高齢者等見守り事業（P75、76） 

認知症により行方不明になる恐れのある人を対象に、QR コードが印刷され

た見守りシールを無料で配布する事業。このシールを本人の衣服や持ち物など

に貼付しておき、行方不明となった場合に発見者が QR コードを読み取ること

で、発見者と介護者が伝言板上でやりとりできる。また、利用者は個人賠責任

保険に無料で加入することができる。 

認知症サポーター（P46、72 ほか） 

キャラバン・メイトが開催する「認知症サポーター養成講座」を受講した人

をいう。認知症サポーターは、認知症を正しく理解し、地域や職場で認知症の

人や家族を温かく見守る応援者である。 

認知症施策推進大綱（P71、106） 

認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる

社会をめざし、政府一体となって総合的に対策を推進することを目的として、

認知症施策推進関係閣僚会議において、令和元年６月に取りまとめられた、横

断的な認知症施策。認知症の人や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」

を車の両輪として施策を推進する。 
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認知症疾患医療センター（P74、76） 

認知症疾患に関する早期診断・早期治療を行うとともに、地域の医療と福祉

の連携を図ることを目的として岐阜県が指定している医療機関。岐阜市内では、

３か所の病院が指定されている。 

認知症初期集中支援チーム（P74、76） 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい

環境で暮らし続けられるように、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築

することを目的とする地域支援事業。複数の専門職が家族の訴えなどにより認

知症が疑われる人や認知症の人およびその家族を訪問し、アセスメント、家族

支援などの初期の支援を包括的、集中的（おおむね６か月）に行い、自立生活の

サポートを行うチームをいう。 

認知症地域支援推進員（P72、74 ほか） 

認知症の医療や介護における専門的な知識と経験を有する者で、認知症の人

や関係者などの相談および支援や医療センターや権利擁護に関する関係団体な

どと連携を図り、相互関係を構築する役割を持つ。 

認知症予防事業（P59） 

軽度の認知症の症状がある人や認知症になるおそれのある人に対して、創作

活動、趣味活動、運動を実施して、認知症予防に努める事業。期間はおおむね 3

か月で全 12 回の短期集中で行われる。この計画においては、介護予防・日常

生活支援総合事業の通所サービス C（短期集中予防型）に位置づけている。 

ねたきり（P25、83 ほか） 

一般に、病気やけがなどが原因で、意識の有無を問わず常時ベッド等から起

き上がることができない状態が６か月以上を経過し、日常生活を行う上で介護

を必要とすることをいう。障がい高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）判定

基準においては、ねたきりをランクＢおよびランクＣに分け、ランクＢは「屋

内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座

位を保つ」、ランクＣは「１日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおい

て介助を要する」とされている。 
 
 

 は行  

パブリックコメント手続（P132） 

市の基本的な政策の策定に当たり、その案の趣旨、内容等を公表し、広く市

民等から意見を求め、提出された意見の概要及び当該意見に対する市の考え方

を公表するとともに、提出された意見を参考にして意思決定を行う一連の手続。 
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避難行動要支援者（P91） 

高齢者・障がい者など、特に配慮を要する人のうち、災害が発生した場合や

そのおそれがある場合に、自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速に避難す

るために、特に支援を要する人のこと。 

被保険者（P12、13 ほか） 

保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な保険給付を受けるこ

とができる人のこと。介護保険制度においては、①市町村の区域内に住所を有

する 65 歳以上の人（第１号被保険者）、②市町村の区域内に住所を有する 40

歳以上 65 歳未満の医療保険加入者（第２号被保険者）を被保険者としている。 

フレイル（P59、61 ほか） 

加齢による心身の活動（例：運動機能、認知機能）が低下しても、適切に介入

（支援）することで再び健常な状態に戻ることができる状態のこと。 

訪問看護ステーション（P108） 

市町村や医療法人、社会福祉法人などが、数人の訪問専門看護師を置き、疾

病、負傷などによりねたきりの状態にある在宅の要援護者に対して定期的に訪

問看護を行う拠点をいう。看護師のほかに、リハビリを担当する理学療法士や

作業療法士が訪問することもできる。 

保険者（P111、119） 

保険事業を行う運営主体をいう。介護保険の保険者は、市町村（特別区を含

む）と規定し、その役割は、被保険者の管理、要介護認定、保険給付の支払事

務、サービス基盤整備を推進するための市町村介護保険事業計画の策定、介護

保険事業特別会計の設置・運営、保険料の徴収などがある。 

保険制度（社会保険）（P2、98） 

疾病、負傷、死亡、貧困などの生活を脅かすようなリスクに対して、被保険者

が保険料を掛けておき、そうした事態（保険事故）に陥ったときに保険給付を

行う社会保障制度。保険には民間保険と社会保険があるが、民間保険は企業な

どによって私的につくられ、個人の意思によって任意に加入・脱退できるのに

対し、社会保険は法律によってつくられ、被保険者要件に該当する人はすべて

強制的に被保険者とされる。 

保険料（P42、111 ほか） 

保険加入者（被保険者）が保険者に支払う料金。市町村が徴収すべき介護保

険事業に要する保険料は、公費負担分と第２号被保険者が負担すべき保険料を

除いた第１号被保険者分である。第２号被保険者については、医療保険の保険

料と一括徴収される。また、第１号被保険者と第２号被保険者の保険料の負担

割合は、全国平均の１人当たりの保険料が同じ水準となるよう設定されている。

第１号被保険者の保険料の徴収方法は、年金からの天引き（特別徴収）と市町

村による直接徴収（普通徴収）の２つがある。 
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ボランティア（P50、59 ほか） 

自らの意志（善意性、自発性）に基づき無償で福祉活動等を行う民間奉仕者。

なお、ボランティアには様々な形態があり、無償の範囲を柔軟に考えて実費の

弁償や一定の謝礼を受ける有償ボランティア、医療関係者や弁護士等による専

門ボランティア等もある。 

 
 

 ま行  

看取り（P103、106 ほか） 

もともとは、病人のそばにいて世話をすることまたは、死期まで見守り看病

することという看病や看護という行為を表す言葉であったが、ここでは、死期

が近づいた回復の見込みがない人に対し、残された人生をその人らしく生き、

その人らしい最期が迎えられるよう支援することを指す。ターミナルケアとの

違いは、ターミナルケアは、痛みを緩和するケアなど医療的な援助を指すのに

対し、看取りは、食事や排せつの介助など日常生活への介護的な援助を指して

いる。 

民生委員（民生委員・児童委員）（P61、76 ほか） 

民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され、児童福祉法により児童委員を

兼ねている。任期は 3 年で、地域住民の一員として、住民の最も身近なところ

で社会福祉を中心としたさまざまな相談に応じ、支援活動を行う。 

 
 

 や行  

ヤングケアラー（P94、104） 

障がいや病気のある親や高齢の祖父母、家族にケアを必要とする人がいる場

合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面

のサポートなどを行う子どものことをいう。 

有料老人ホーム（P77、80 ほか） 

高齢者を入居させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与すること

を目的とする施設であって、老人福祉施設でないものをいう。特別養護老人ホ

ームなどの入所要件に該当しない高齢者や、自らの選択によりその多様なニー

ズを満たそうとする高齢者を対象とする民間の経営による入所施設。老人福祉

法上の老人福祉施設ではないため、公的な建設助成はなく、規制もゆるやかで

ある。介護保険法では、有料老人ホームに入所している要支援・要介護認定者

は、居宅サービスなどが受けられる。また、有料老人ホームが、介護保険法に規

定する従業員、設備および運営に関する基準を満たせば、特定施設入居者生活

介護などを行う指定居宅サービス事業者などの指定を受けることができる。 
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要介護（P12、13 ほか） 

介護保険法では、「身体上又は精神上の障がいがあるために、入浴、排せつ、

食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、６か月継続

して、常時介護を要すると見込まれる状態」とされている。要介護状態は、要支

援状態よりも介護の必要の程度が重度であり、その区分は介護の必要度により

５段階に区分（要介護状態区分）されている。 

要介護認定（P58、65 ほか） 

介護給付を受けようとする被保険者の申請によって、市町村が行う要介護状

態区分の認定のこと。全国一律の客観的な方法や基準に従って行われる。心身

の状況などに関する認定調査の結果と疾病や負傷の状況に関する主治医意見書

に基づき、介護認定審査会において審査判定が行われ、その結果に従い、市町

村が要介護認定を行う。 

養護老人ホーム（P79） 

老人福祉法に規定する老人福祉施設の一種。65 歳以上の人であって、環境上

の理由および経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な人を

入所させて、養護することを目的とする入所施設。措置により施設への入所を

行う措置施設で、措置の権限は市町村にある。介護保険法では、養護老人ホー

ムに入所している要支援・要介護認定者は、居宅サービスなどが受けられる。 

施設としては、「岐阜市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例」に規定する従業員、設備および運営に関する基準を満

たせば、特定施設入居者生活介護などを行う指定居宅サービス事業者などの指

定を受けることができる。 

要支援（P12、13 ほか） 

要介護状態区分を指す「要介護１～５」に対し、介護の必要の程度が軽度で

あり、「要支援１・要支援２」に区分される。 

 
 

 ら行  

レクリエーション（P52） 

仕事・勉学などの肉体的・精神的疲労をいやし、元気を回復するために休養

をとったり娯楽を行ったりすること。また、その休養や娯楽。 

レスパイト（P104） 

在宅介護の要介護状態の者等が、通所系のサービスやショートステイといっ

た福祉サービスなどを利用している間、介護をしている家族などが一時的に介

護から解放され、休息をとれるようにすることをいう。 
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老人クラブ（P50、51 ほか） 

会員相互の親睦を深めるとともに、社会奉仕などの社会参加により、生きが

いを高めようとする高齢者による自主的な組織。ペタンク、歌、踊り、地域奉

仕、地域交流などの活動が行われている。老人クラブの対象年齢は、おおむね

60 歳以上としている。 

老人健康農園事業（P51） 

高齢者が余暇を利用して、作物を育て、収穫の喜びを感じてもらうなど健康

や生きがいづくりの機会として健康農園を貸し出している岐阜市の事業。 

老人福祉計画（P4） 

老人福祉法に定められている老人居宅生活支援事業および老人福祉施設によ

る事業の供給体制の確保に関して、市町村および都道府県が策定しなければな

らない計画をいう。平成 12 年度からの介護保険法の施行、さらには平成 18

年度からの地域支援事業の導入によって、老人福祉計画で定めるべき内容の多

くは、介護保険事業計画に移行している。 

老人福祉センター（P52） 

老人福祉法に規定する老人福祉施設の一種。地域の高齢者に対して、各種の

相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上およびレクリエーションのた

めの便宜を総合的に供与するための利用施設。 

老人ホーム（P77、79 ほか） 

老人福祉法に規定されている入所施設として、養護老人ホーム、特別養護老

人ホーム、軽費老人ホームおよび有料老人ホームがある。介護保険法において

は、特別養護老人ホームは介護保険施設とされ、養護老人ホーム、軽費老人ホ

ームおよび有料老人ホームは居宅とみなされる。 

ロコモティブシンドローム（P61、65） 

筋肉・骨などの運動器の障がいのために自立度が低下し、介護が必要となる

危険性の高い状態をさす。 

 

 

 


